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住所地特例者の総合事業の利用について 

 

   住所地特例者に対する総合事業も含めた地域支援事業については、住所地特例対象者が円滑にサービス

を受けることができるよう、その方が居住する施設が所在する市区町村が行うものとされています（介護

保険法第１１５条の４５第１項）。 

 

１．保険者が鴻巣市である住所地特例対象者の、住所地での総合事業の利用手続きについては次のとおりで

す。（要支援１・２、事業対象者）。 

 

介護認定を受ける場

合 

１． 利用者は保険者市区町村（埼玉県鴻巣市）に認定申請 

２． 鴻巣市は、認定の結果・被保険者証・負担割合証を利用者あて発行 

３． 利用者は施設所在市区町村（例：Ｂ市）の地域包括支援センターと介護予防支
援又は介護予防ケアマネジメントの契約 

４． 利用者は「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変
更）届出書」（保険者である鴻巣市の様式）をＢ市に届け出ることにより、介
護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを通じたサービス事業の利用が可
能になる。 

５． 施設所在市区町村（Ｂ市）は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマ
ネジメント依頼（変更）届出書」及び被保険者証を保険者である鴻巣市に送付
（※）（代理申請の場合は、運転免許証、介護支援専門員証や包括職員証など、
代理人の身元が確認できるものの写しを添付） 

６． 保険者である鴻巣市は、施設所在市区町村（Ｂ市）から送付のあった「介護予
防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」をもと
に、被保険者証に必要事項を記載し、利用者へ郵送 

７． 保険者である鴻巣市は、該当の住所地特例対象者について、住所地特例項目を
設定し地域包括支援センターの情報を設定した受給者異動連絡票を埼玉県国
保連に送付 

事業対象者の認定を

受ける場合 

１． 施設所在市区町村（例：Ｂ市）の窓口に相談。総合事業のサービスを希望。施
設所在市区町村（Ｂ市）が基本チェックリストにて該当か否かを確認 

２． 利用者は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変
更）届出書」（保険者である鴻巣市の様式）に被保険者証を添付して施設所在
市区町村（Ｂ市）に届け出ることにより、介護予防ケアマネジメントを通じた
サービス事業の利用が可能になる （代理申請の場合は、運転免許証、介護支
援専門員証や包括職員証など、代理人の身元が確認できるものの写しを添付） 

３． 施設所在市区町村（Ｂ市）は、利用者から提出された「介護予防サービス計
画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」及び被保険者証を保
険者である鴻巣市に送付（※）（代理申請の場合は代理人の身分証明書の写し
も一緒に送付） 

４． 保険者である鴻巣市は、施設所在市区町村（Ｂ市）から送付のあった「介護
予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」をも
とに、被保険者証に必要事項を記載し、負担割合証とともに利用者に郵送 

５． 保険者である鴻巣市は、埼玉県国保連に、事業対象者であること、住所地特
例項目及び地域包括支援センターの情報を設定した受給者異動連絡票を送付 

※ 送 付 先 

             〒３６５－８６０１ 埼玉県鴻巣市中央１番１号 

鴻巣市役所 介護保険課 地域包括ケア担当 

電話０４８－５４１－１３２１（内線２６７１・２６７２） 
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２．鴻巣市に所在する住所地特例対象施設にお住まいの方で保険者が他市区町村の方の、鴻巣市での総合事

業の利用手続きについては次のとおりです（要支援１・２、事業対象者）。 

 

※流れについては保険者市区町村にご確認ください。 

介護認定を受ける 

場合 

１． 利用者は保険者市区町村（例：Ｂ市）に認定申請 

２． 保険者市区町村（Ｂ市）は、認定の結果・被保険者証・負担割合証を利用者あ
てに発行 

３． 利用者は鴻巣市の地域包括支援センターと介護予防支援又は介護予防ケアマ
ネジメントの契約 

４． 利用者は「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）
届出書」（保険者であるＢ市の様式）を鴻巣市に届け出ることにより、介護予
防支援又は介護予防ケアマネジメントを通じたサービス事業の利用が可能に
なる 

５． 鴻巣市は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変
更）届出書」及び被保険者証を保険者であるＢ市に送付（写しを送付でも可） 

６． 保険者であるＢ市は、鴻巣市から送付のあった「介護予防サービス計画作成・
介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」をもとに、被保険者証に必要
事項を記載し、利用者へ郵送 

７． 保険者であるＢ市は、該当の住所地特例対象者について、住所地特例項目を設
定し地域包括支援センターの情報を設定した受給者異動連絡票を所在する都
道府県国保連に送付 

事業対象者の認定を

受ける場合 

１．利用者は、鴻巣市の窓口に相談。総合事業のサービスを希望。鴻巣市が基本チ
ェックリストにて該当か否かを確認 

２．利用者は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変
更）届出書」（保険者であるＢ市の様式）に被保険者証を添付して鴻巣市に届
け出ることにより、介護予防ケアマネジメントを通じたサービス事業の利用が
可能になる 

３．鴻巣市は、利用者から提出された「介護予防サービス計画作成・介護予防ケア
マネジメント依頼（変更）届出書」及び被保険者証を保険者であるＢ市に送付
（写しを送付でも可） 

４．保険者であるＢ市は、鴻巣市から送付のあった「介護予防サービス計画作成・
介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」をもとに、被保険者証に必要
事項を記載し、負担割合証とともに利用者に郵送 

５．保険者であるＢ市は、所在する都道府県国保連に、事業対象者であること、住
所地特例項目及び地域包括支援センターの情報を設定した受給者異動連絡票
を送付 
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３． サービスごとの事務の整理は次のとおりです 

 

サ ービ ス 区 分 

 

 

住 所 地 特 例 対 象 者 に 対 す る 対 応 

サービスを受けられ

る事業者 
費 用 の 額 費 用 負 担 留 意 事 項 

介護予防・

日常生活支

援総合事業 

国保連経由に

よる支払 

施設所在市町村が指

定する事業者 

施設所在市町

村が定める額 

保険者市町村  

市町村支払 

 

施設所在市町村が指

定する事業者 

施設所在市町

村が定める額 

施設所在市町

村 

介護予防ケア

マネジメント

に要した費用

については、年

１回、財政調整

を行う 

 

【参考】厚生労働省HP 総合事業の関係規程等より 

     介護保険事務処理システム変更に係る参考資料 Ｖ資料２（平成３０年７月２７日事務連絡） 

 

 

【問い合わせ】 

埼玉県鴻巣市 介護保険課 地域包括ケア担当 

 電 話 ０４８－５４１－１３２１（内線 ２６７１・２６７２） 

 

 

 


